
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人佐々木一珍の上告理由一について。

　夫婦の一方が民法七六一条に基づく日常家事代理権の範囲を越えて第三者と法律

行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法一一

〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきものではなく、当該越権行為の相手方であ

る第三者においてその行為が当該夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属す

ると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法一一〇条の規定を類推適用

し、その第三者を保護すべきものと解すべきであるところ、原審の適法に確定した

事実関係のもとにおいては、被上告人を代理して本件手形貸付取引契約の連帯保証

をなす権限が、被上告人の妻の日常家事代理権の範囲内に属するとは認められない

し、上告人において、被上告人の妻の本件越権行為が被上告人夫婦の日常家事に関

する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があつたものと認めるこ

ともできない。結局これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法

はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を主張して原判決を非難するに帰し、

採用することができない。

　同二について。

　原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠に照らし、正当として支持することが

できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、適法になされた原審の証拠の取捨判

断、事実認定を非難するに帰し、採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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